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○もとむら委員  

 次に、リニア中央新幹線について二点お伺いしてまいりますが、私どもは、中間駅と

して、神奈川県駅として、私の地元相模原市の橋本という地域にリニア中央新幹線の

中間駅が供用する予定でございますが、ここで、地元の皆さんも、用地補償において、

金銭ではなく代替地を求める声が地元からも上がっております。 

 皆さん、この公共事業、リニア中央新幹線の事業には前向きに賛成の皆さんであり

まして、しかしながら、将来、この橋本から徒歩十分圏内に皆さん住んでいる方々ば

かりでありまして、このリニア中央新幹線の用地補償は、昭和三十七年に閣議決定さ

れました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づいて行われているというこ

とは、ＪＲ東海、相模原市からも説明を受けて十分承知をしておりますが、こうした、や

はり金銭ではなく代替地を求める声が地元から上がっているということを国交大臣も

十分把握をいただきたいと思っておりますし、こうした声についてＪＲ東海には真摯に

また受けとめてほしいと思いますが、大臣の見解をお伺いいたします。 

 

○石井国務大臣 リニア中央新幹線の用地取得に伴う損失補償につきまして、ＪＲ東

海は、国の指針であります公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱及び公共用地

の取得に伴う損失補償基準に基づき対応することとしております。 

 これら補償基準の中では、損失の補償は原則として金銭をもってするものとする。金

銭にかえて土地等の金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求

が相当であり、真にやむを得ないと認められるときは、事情の許す限り、これらの給

付を行うよう努めるものとするとされているところであります。 

 ＪＲ東海は、この基準に従い、金銭による補償を原則としておりますが、個別の事情

に応じて、移転先となり得る候補地の情報提供などの対応を行っているとのことであ

ります。 

 いずれにいたしましても、リニア中央新幹線事業の推進に当たりましては、地域の理

解と協力を得ることが重要であり、用地取得につきましても、引き続き関係者に対して

丁寧な説明を行うよう、ＪＲ東海を指導してまいります。 

 

○もとむら委員 今、要綱の第六条の一項と二項を大臣述べられましたけれども、そ

の中で、また、地元の皆さんはこの公共事業に反対しているわけじゃなくて、前に進

めていただくためにも、やはり自分たちの次の世代、孫の世代までこの橋本という地

域を選んでお住まいになっている皆さんが多くいらっしゃいますので、ぜひとも土地の

交渉には丁寧にお願いしてまいりたいと思いますし、特に相模原市が前向きに用地

補償をやっておりますが、ＪＲ東海の顔が見えないという地域の皆さんの不安の声も



いただいておりますので、その辺、適切な御指導をお願いしてまいりたいと思います。 

 次に、これは太田前大臣にも二度ほど質問させていただきましたが、私ども相模原

市は、関東車両基地が五十ヘクタールできる予定でありまして、岐阜県中津川市の

中部総合車両基地が六十五ヘクタールありまして、ここも一度視察に行ってまいりま

したが、ＪＲ橋本駅から関東車両基地まで約十三キロということでありまして、ここは、

ＪＲ博多駅から八キロ先にある山陽新幹線の博多総合車両所がありまして、車両所

構内に博多南線の博多南駅があります。回送線の旅客化を行って活用している例と

して、平成二十七年の一日平均乗降客数は約一万四千人ということでございますの

で、私ども相模原市においても、相模原市観光協会、津久井地域商工連絡協議会に

よりまして、橋本から関東車両基地までの回送線の旅客化について要望が強くござ

います。 

 この中で太田前大臣は、距離もある程度離れているし、地下を通っているのでリニ

アは見られないため、地上に車両があらわれるということと、そしてまた、世界に誇る

最先端の超電導技術に触れるということができるようになっていることから、また観光

資源にもなるということから、一考に値する話ではないかというふうに思っているとい

う答弁をいただきましたが、石井大臣の見解をお伺いいたします。 

 

○石井国務大臣 御指摘のような車両基地の活用、回送線の旅客線化につきまして

は、新たな観光資源になり得るとの観点から、一考に値する構想ではないかと太田

前大臣より以前答弁されたことは承知をしております。 

 これにつきましては、同時に、車両基地そのものを観光施設とすることはセキュリテ

ィー上の問題があること、車両基地への回送列車を営業用に使用するか否かは、営

業主体のＪＲ東海の判断の問題であること等についても太田前大臣より答弁されてい

るところであり、私も同様の認識であります。 

 現段階では、地元自治体からＪＲ東海に対して具体的な相談をされているという報

告は受けておりません。 

 いずれにいたしましても、地元の関係者におきまして、開業までの間に十分議論して

いただくとともに、営業主体であるＪＲ東海ともよく御相談いただくことが必要であると

考えております。 


